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タイ投資促進委員会（BOI）は６月１０日、自動車製造業を対象とし、新たな投資奨励策の導入を発表しました。国

際的な有力自動車メーカーのタイへの生産拠点移転や先進技術を導入して自動車産業を高度化することを目指して

います。２０１０年１２月末までに BOI に投資奨励申請書を提出すれば、投資奨励法の枠内で優遇を得ることができま

す。詳しくは以下の通りです。 
 
・ 今回対象となる条件 
 

１． これまでタイ国内で生産されておらず、新技術を用いたモデルの自動車を生産（ハイブリッド車や代替燃料対

応車等）。 
２． 生産開始から５年以内に年間当たり１０万台以上を生産。 
３． 新規の組立ラインを設置。 
４． 部品の生産あるいは調達計画を提示し BOI が承認。 
５． 土地代と運転資金を除く投資額が１００億バーツ以上。 
６． BOI 認可証書に定められた実施期間の延長は不可。 

 
・ 投資奨励特典 
 
１． 工場立地のゾーン区分に拘わらず機械類に対する輸入税を免除。 
２． 投資額に応じ一定期間法人所得税を免除。 
 

２．１土地代と運転資金を除く投資額が１００億バーツ以上で１５０億バーツ未満の場合は、５年間免除。 
２．２土地代と運転資金を除く投資額が１５０億バーツ以上の場合は、６年間免除。 
※２００９年内に投資奨励申請書を提出すれば、法人税免除期間をそれぞれ１年間追加されるが、法人税免除

額合計は投資額を超えないものとする。 
 
 

また、BOI は同日、認可企業の資金調達・事業拡大を促すと同時に証券市場の活性化を図ることを目的として、 

２０１２年末までの措置として上場奨励策を開始すると発表しました。ＢＯＩの認可を得た全業種を対象とし、タイ証券取

引所（SET）または新興市場（MAI）への上場認可を取得した企業は、BOI 認可業種に応じて課せられた法人税免

除の制限が取り払われることとなります。 


